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※ 入札金額は入札者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。
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競争入札経過調書（総合評価落札方式（除算方式））

件 名 小型貨物自動車（ライトバンタイプ）１台購入（八尾空港）

開 札 年 月 日 令和5年9月25日 ( 落札決定日 令和5年9月25日

落 札 金 額 ￥ 2,289,629 -

入札執行官署 大阪航空局

予 定 価 格 ￥ 2,306,376 -

積 算 額 ￥ 2,306,376 -

落 札 者 株式会社愛知自動車総合サービス

入札書比較価格（予定価格の100/110） ￥ 2,096,706 -

第2回見積　成立

入札参加者
環境性能(燃費値)
に対する得点

第1回入札 第2回入札
摘　要

入札金額 評価値 入札金額 評価値

株式会社愛知自動車総合サービス 117.0 2,276,754 - 2,176,754 -

株式会社関西マツダ 辞退

※ 予定価格（入札書比較価格）の制限の範囲内の入札金額であり、評価値の最も高い者を落
札者とする（なお、その範囲に満たない入札金額の場合は、各点数を表示しない。

※ 評価値は環境性能（燃費値）に対する得点に調達台数を乗じ、入札金額で除した値に100
万を乗じ算出する。（少数点以下第３位まで表示）

※ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10％に相当する額を加算し
た金額（１円未満の端数は切り捨て。）をもって落札金額とする。



※ 第2回入札で不調となったため、予決令第99条の2に規定する随意契約手続きに移行することし、入札に参加した者（辞退した者等を除く。）のうち、上記の参加意志のあった者により見積徴取することとした。

※ 見積金額は見積提出者が見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額である。

※ 予定価格の範囲内の見積金額であり、評価値の最も高い者により成立するものとする（なお、その範囲に満たない見積金額の場合は、各点数を表示しない。）。

※ 評価値は、環境性能（燃費値）に対する得点に調達台数を乗じ、見積金額で除した値に100万を乗じ算出する。（少数点以下第３位まで表示）

競争入札経過調書（総合評価落札方式(除算方式)）「見積徴取の経過」

件 名 小型貨物自動車（ライトバンタイプ）1台購入（八尾空港）

入札参加者のうち随意契約における
見積徴取への参加意志のあった者

環境性能
(燃費値)
に対する

得点

第１回見積徴取 第２回見積徴取 第３回見積徴取 第４回見積徴取 第５回見積徴取

摘　要

見積金額 評価値 見積金額 評価値 見積金額 評価値 見積金額 評価値 見積金額 評価値

株式会社愛知自動車総合サービス 117.0 2,126,754 - 2,081,481 56.209 成立


